
 

 

議案第５７号 

米原市税条例の一部を改正する条例について 

 米原市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定することについて議会の議決を求め

る。 

 

  平成２７年５月２９日提出 

米 原 市 長  平 尾 道 雄 

 

 

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成 27年法律第２号）等が平成 27年３月 31日に公布さ

れたことに伴い、改正の必要を認めたため、この案を提出するものである。 

 



 

 

米原市税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 米原市税条例（平成17年米原市条例第47号）の一部を次のように改正する。 

  付則第10条の３を削り、付則第10条の２を付則第10条の３とし、付則第10条の次に次の１

条を加える。 

(法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合) 

第10条の２ 法附則第15条第２項第１号に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の１

とする。 

２ 法附則第15条第２項第２号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

３ 法附則第15条第２項第３号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

４ 法附則第15条第２項第６号に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

５ 法附則第15条第39項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 

６ 法附則第15条第40項に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

７ 法附則第15条の８第４項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 

 

第２条 米原市税条例の一部を次のように改正する。 

第２条第３号中「または名称」を「（法人にあっては、事務所または事業所の所在地、名

称および法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）第２条第15項に規定する法人番号をい

う。以下同じ。））（法人番号を有しない者にあっては、事務所または事業所の所在地およ

び名称）」に改め、同条第４号中「または名称」を「（法人にあっては、事務所または事業

所の所在地、名称および法人番号）」に改める。 

第23条第２項中「法人税法第２条第12号の18」を「法第292条第１項第14号」に改める。 

第33条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、同法第60条の２から第60条の４までの規定の例によらないものとする。 

第36条の２第９項中「寮等の所在」の次に「、法人番号」を加える。 

第36条の３の３第４項中「第203条の５第４項」を「第203条の５第５項」に改める。 

第51条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項中第２号を第３号とし、第１

号を第２号とし、第１号として次の１号を加える。 

(１) 納税義務者の氏名または名称、住所もしくは居所または事務所もしくは事業所の所

在地および個人番号（番号法第２条第５項に規定する個人番号をいう。）または法人番



 

 

号 

第63条の２第１項第１号中「および氏名」を「、氏名または名称および個人番号（番号法

第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号

に限る。以下固定資産税について同じ。）または法人番号（個人番号または法人番号を有し

ない者にあっては、住所および氏名または名称）」に改める。 

第63条の３第１項第１号および第２項第１号中「および氏名」を「、氏名または名称およ

び個人番号または法人番号（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および

氏名または名称）」に改める。 

第71条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１号中「および氏名または

名称」を「、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号または法人番号を有

しない者にあっては、住所および氏名または名称）」に改める。 

  第74条第１項第１号および第74条の２第１項第１号中「および氏名または名称」を「、氏

名または名称および個人番号または法人番号（個人番号または法人番号を有しない者にあっ

ては、住所および氏名または名称）」に改める。 

  第89条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第２号中「氏名もしくは名称」

を「事務所もしくは事業所の所在地、氏名または名称および個人番号（番号法第２条第５項

に規定する個人番号をいう。以下この号および次条において同じ。）または法人番号（個人

番号または法人番号を有しない者にあっては、住所または事務所もしくは事業所の所在地お

よび氏名または名称）」に改める。 

第90条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１号中「および住所」を「、

住所および個人番号（個人番号を有しない者にあっては、氏名および住所）」に改め、同条

第３項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。 

  第139条の３第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１号中「および氏名ま

たは名称」を「、氏名または名称および個人番号（番号法第２条第５項に規定する個人番号

をいう。以下この号において同じ。）または法人番号（個人番号または法人番号を有しない

者にあっては、住所および氏名または名称）」に改める。 

第147条第１号中「および氏名または名称」を「または事務所もしくは事業所の所在地、氏

名または名称および個人番号（番号法第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号

において同じ。）または法人番号（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、住所

または事務所もしくは事業所の所在地および氏名または名称）」に改める。 

  付則第４条第１項中「第145条第１項」を「第144条の８」に改める。 



 

 

付則第10条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、第５項第１

号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号および第９項第１号中「および氏名または

名称」を「、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号または法人番号を有

しない者にあっては、住所および氏名または名称）」に改める。 

付則第16条の２を次のように改める。 

第16条の２ 削除 

  

付 則 

(施行期日) 

第１条 この条例は、平成28年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 (１) 第１条の規定 公布の日 

(２) 第２条中米原市税条例第23条第２項の改正規定ならびに第51条第２項、第71条第２項、

第89条第２項、第90条第２項および第３項ならびに第139条の３第２項の改正規定（「納期

限前７日」を「納期限」に改める部分に限る。）ならびに付則第４条第１項および第16条

の２の改正規定ならびに次条第３項および付則第４条の規定 平成28年４月１日 

(市民税に関する経過措置) 

第２条 第２条の規定による改正後の米原市税条例（以下「新条例」という。）第33条第２項

の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個

人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第51条第２項第１号の規定は、付則第１条本文に規定する日（以下「施行日」とい

う。）以後に提出する申請書について適用する。 

３ 新条例第23条第２項の規定は、付則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後に開始する

事業年度分の法人の市民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税につい

て適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税および同日前に開始した連結事業年

度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例第36条の２第９項の規定は、施行日以後に行われる新条例第36条の２第９項の規定

による申告について適用し、同日前に行われる第２条の規定による改正前の米原市税条例（以

下「旧条例」という。）第36条の２第９項の規定による申告については、なお従前の例によ

る。 

(固定資産税に関する経過措置) 



 

 

第３条 新条例第63条の２第１項第１号、第63条の３第１項第１号および第２項第１号、第71

条第２項第１号、第74条第１項第１号ならびに第74条の２第１項第１号ならびに付則第10条

の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、第５項第１号、第６項第

１号、第７項第１号、第８項第１号および第９項第１号の規定は、施行日以後に提出する新

条例第63条の２第１項ならびに第63条の３第１項および第２項に規定する申出書、新条例第

71条第２項に規定する申請書または新条例第74条第１項および第74条の２第１項ならびに付

則第10条の３各項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧条例第63条の２第

１項ならびに第63条の３第１項および第２項に規定する申出書、旧条例第71条第２項に規定

する申請書または旧条例第74条第１項および第74条の２第１項ならびに付則第10条の３各項

に規定する申告書については、なお従前の例による。 

２ 第１条の規定による改正後の米原市税条例（以下この条において「改正後の条例」という。）

付則第10条の２第１項の規定は、平成27年４月１日以後に取得される地方税法等の一部を改

正する法律（平成27年法律第２号。以下「平成27年改正法」という。）第１条の規定による

改正後の地方税法（以下「新法」という。）附則第15条第２項第１号に規定する施設または

設備に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 改正後の条例付則第10条の２第２項の規定は、平成27年４月１日以後に取得される新法附

則第15条第２項第２号に規定する施設または設備に対して課すべき平成28年度以後の年度分

の固定資産税について適用する。 

４ 改正後の条例付則第10条の２第３項の規定は、平成27年４月１日以後に取得される新法附

則第15条第２項第３号に規定する施設または設備に対して課すべき平成28年度以後の年度分

の固定資産税について適用する。 

５ 改正後の条例付則第10条の２第４項の規定は、平成27年４月１日以降に取得される新法附

則第15条第２項第６号に規定する除害施設に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定

資産税について適用する。 

６ 改正後の条例付則第10条の２第５項の規定は、平成27年４月１日以後に取得される新法附

則第39項に規定する設備に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適

用する。 

７ 改正後の条例付則第10条の２第６項の規定は、平成27年４月１日以後に取得される新法附

則第40項に規定する機器に対して課税すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について

適用する。 

８ 改正後の条例付則第10条の２第７項の規定は、平成27年４月１日以後に新築される新法附



 

 

則第15条の８第４項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべ

き平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

(市たばこ税に関する経過措置) 

第４条 別段の定めがあるものを除き、付則第１条第２号に掲げる規定の施行の日前に課した、

または課すべきであった旧条例付則第16条の２に規定する喫煙用の紙巻たばこ（以下この条

において「紙巻たばこ３級品」という。）に係る市たばこ税については、なお従前の例によ

る。 

２ 次の各号に掲げる期間内に、法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２項に規定す

る売渡しもしくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る市たばこ税の税率は、新条例第

95条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 

(１) 平成28年４月１日から平成29年３月31日まで 1,000本につき2,925円 

(２) 平成29年４月１日から平成30年３月31日まで 1,000本につき3,355円 

(３) 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 1,000本につき4,000円 

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第98条第１項から第４項までの規定の適用に

ついては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句に読み替えるものとする。 

第98条第１項 第34号の２様式 地方税法施行規則の一部を

改正する省令（平成27年総務

省令第38号）第１条の規定に

よる改正前の地方税法施行

規則（以下この節において

「平成27年改正前の地方税

法施行規則」という。）第48

号の５様式 

第98条第２項 第34号の２の２様式 平成27年改正前の地方税法

施行規則第48号の６様式 

第98条第３項 第34号の２の６様式 平成27年改正前の地方税法

施行規則第48号の９様式 

第98条第４項 第34号の２様式または第34

号の２の２様式 

平成27年改正前の地方税法

施行規則第48号の５様式ま 



 

 

  たは第48号の６様式 

４ 平成28年４月１日前に法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２項に規定する売

渡しもしくは消費等（同法第469条第１項第１号および第２号に規定する売渡しを除く。以下

この条において同じ。）が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売

業者等（新条例第92条第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。）

または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平

成27年法律第９号。以下「所得税法等改正法」という。）附則第52条第１項の規定により製

造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場か

ら移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これら

の者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場

合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域

内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）

を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばに税を課する。この場合におけ

る市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、

当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。 

５ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または営業所ごとに、平成27年改正法附則

第20条第４項に規定する申告書を平成28年５月２日までに市長に提出しなければならない。 

６ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年９月30日までに、その申告に係る税金

を施行規則第34号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するも

ののほか、新条例第19条、第98条第４項および第５項、第100条の２ならびに第101条の規定

を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第19条 第98条第１項もしくは第２

項、 

米原市税条例の一部を改正

する条例（平成27年米原市条

例第 号。以下この条および

第２章第４節において「平成

27年改正条例」という。）付

則第４条第６項、 

第19条第２号 第98条第１項もしくは第２ 平成27年改正条例付則第４



 

 

項 条第５項 

第19条第３号 第48条第１項の申告書（法第

321条の８第22項および第23

項の申告書を除く。）、第98

条第１項もしくは第２項の

申告書または第139条第１項

の申告書でその提出期限 

平成27年改正条例付則第４

条第６項の納期限 

第98条第４項 施行規則第34号の２様式ま

たは第34号の２の２様式 

平成27年改正法附則第20条

第４項の規定 

第98条第５項 第１項または第２項 平成27年改正条例付則第４

条第６項 

第100条の２ 第98条第１項または第２項 平成27年改正条例付則第４

条第５項 

当該各項 同項 

第101条第２項 第98条第１項または第２項 平成27年改正条例付則第４

条第６項 

８ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販

売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ３級品のうち、第４項の規

定により市たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市

たばこ税に相当する金額を、新条例第99条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たば

こ３級品につき納付された、または納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除

または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、または当該卸売

販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第98条第１項から

第３項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ３級品の

品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の５様式による書類を添付しなけ

ればならない。 

９ 平成29年４月１日前に法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２項に規定する売

渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者

等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第８

項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造

たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとな



 

 

るときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販

売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である

場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持さ

れるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課す

る。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たば

こ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。 

10 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用

する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第９項 

附則第20条第４項 附則第20条第10項において

準用する同条第４項 

平成28年５月２日 平成29年５月１日 

第６項 平成28年９月30日 平成29年10月２日 

第７項の表以外の部分 第４項 第９項 

から 、第５項および 

第７項の表第19条の項 付則第４条第６項 付則第４条第10項において

準用する同条第６項 

第７項の表第19条第２号の項 付則第４条第５項 付則第４条第10項において

準用する同条第５項 

第７項の表第19条第３号の項 付則第４条第６項 付則第４条第10項において

準用する同条第６項 

第７項の表第98条第４項の項 附則第20条第４項 附則第20条第10項において

準用する同条第４項 

第７項の表第98条第５項の項 付則第４条第６項 付則第４条第10項において

準用する同条第６項 

第７項の表第100条の２の項 付則第４条第５項 付則第４条第10項において

準用する同条第５項 

第７項の表第101条第２項の項 付則第４条第６項 付則第４条第10項において

準用する同条第６項 



 

 

第８項 第４項 第９項 

11 平成30年４月１日前に法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２項に規定する売

渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者

等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10

項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造

たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとな

るときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販

売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である

場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持さ

れるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課す

る。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たば

こ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。 

12 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用

する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第11項 

附則第20条第４項 附則第20条第12項において

準用する同条第４項 

平成28年５月２日 平成30年５月１日 

第６項 平成28年９月30日 平成30年10月１日 

第７項の表以外の部分 第４項 第11項 

から 、第５項および 

第７項の表第19条の項 付則第４条第６項 付則第４条第12項において

準用する同条第６項 

第７項の表第19条第２号の項 付則第４条第５項 付則第４条第12項において

準用する同条第５項 

第７項の表第19条第３号の項 付則第４条第６項 付則第４条第12項において

準用する同条第６項 

第７項の表第98条第４項の項 附則20条第４項 附則第20条第12項において

準用する同条第４項 



 

 

第７項の表第98条第５項の項 付則第４条第６項 付則第４条第12項において

準用する同条第６項 

第７項の表第100条の２の項 付則第４条第５項 付則第４条第12項において

準用する同条第５項 

第７項の表第101条第２項の項 付則第４条第６項 付則第４条第12項において

準用する同条第６項 

第８項 第４項 第11項 

13 平成31年４月１日前に法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２項に規定する売

渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者

等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12

項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造

たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとな

るときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販

売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である

場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持さ

れるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課す

る。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たば

こ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,262円とする。 

14 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用

する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第13項 

附則第20条第４項 附則第20条第14項において

準用する同条第４項 

平成28年５月２日 平成31年４月30日 

第６項 平成28年９月30日 平成31年９月30日 

第７項の表以外の部分 第４項 第13項 

から 、第５項および 

第７項の表第19条の項 付則第４条第６項 付則第４条第14項において

準用する同条第６項 



 

 

第７項の表第19条第２号の項 付則第４条第５項 付則第４条第14項において

準用する同条第５項 

第７項の表第19条第３号の項 付則第４条第６項 付則第４条第14項において

準用する同条第６項 

第７項の表第98条第４項の項 附則20条第４項 附則第20条第14項において

準用する同条第４項 

第７項の表第98条第５項の項 付則第４条第６項 付則第４条第14項において

準用する同条第６項 

第７項の表第100条の２の項 付則第４条第５項 付則第４条第14項において

準用する同条第５項 

第７項の表第101条第２項の項 付則第４条第６項 付則第４条第14項において

準用する同条第６項 

第８項 第４項 第13項 

(特別土地保有税に関する経過措置) 

第５条 新条例第139条の３第２項第１号の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する申請

書について適用し、同日前に提出した旧条例第139条の３第２項に規定する申請書については、

なお従前の例による。 

(入湯税に関する経過措置) 

第６条 新条例第147条の規定は、施行日以後に行われる新条例第147条の規定による申告につ

いて適用し、同日前に行われた旧条例第147条の規定による申告については、なお従前の例に

よる。 

 



 

 

米原市税条例新旧対照表（第１条関係） 

改正後 現 行 

   米原市税条例    米原市税条例 

本則 略 本則 略 

付 則 付 則 

第１条～第10条 略 第１条～第10条 略 

(法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合)  

第10条の２ 法附則第15条第２項第１号に規定する市町村の条例で定める割合は、

３分の１とする。 

 

２ 法附則第15条第２項第２号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１

とする。 

 

３ 法附則第15条第２項第３号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１

とする。 

 

４ 法附則第15条第２項第６号に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３

とする。 

 

５ 法附則第15条第39項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。  

６ 法附則第15条第40項に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。  

７ 法附則第15条の８第４項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２と

する。 

 

第10条の３ 略 第10条の２ 略 

 第10条の３ 削除 

第11条以下 略 第11条以下 略 



 

 

 

   付 則  

(施行期日)   

第１条 この条例は、平成28年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 

(１) 第１条の規定 公布の日  

(２) 第２条中米原市税条例第23条第２項の改正規定ならびに第51条第２項、第

71条第２項、第89条第２項、第90条第２項および第３項ならびに第139条の３第

２項の改正規定（「納期限前７日」を「納期限」に改める部分に限る。）なら

びに付則第４条第１項および第16条の２の改正規定ならびに次条第３項および

付則第４条の規定 平成28年４月１日 

 

(市民税に関する経過措置)  

第２条 第２条の規定による改正後の米原市税条例（以下「新条例」という。）第

33条第２項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、

平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 

２ 新条例第51条第２項第１号の規定は、付則第１条本文に規定する日（以下「施

行日」という。）以後に提出する申請書について適用する。 

 

３ 新条例第23条第２項の規定は、付則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後

に開始する事業年度分の法人の市民税および同日以後に開始する連結事業年度分

の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税お

よび同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例

による。 

 

４ 新条例第36条の２第９項の規定は、施行日以後に行われる新条例第36条の２第

９項の規定による申告について適用し、同日前に行われる第２条の規定による改

 



 

 

正前の米原市税条例（以下「旧条例」という。）第36条の２第９項の規定による

申告については、なお従前の例による。 

(固定資産税に関する経過措置)  

第３条 新条例第63条の２第１項第１号、第63条の３第１項第１号および第２項第

１号、第71条第２項第１号、第74条第１項第１号ならびに第74条の２第１項第１

号ならびに付則第10条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項

第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号および第９

項第１号の規定は、施行日以後に提出する新条例第63条の２第１項ならびに第63

条の３第１項および第２項に規定する申出書、新条例第71条第２項に規定する申

請書または新条例第74条第１項および第74条の２第１項ならびに付則第10条の３

各項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧条例第63条の２第１

項ならびに第63条の３第１項および第２項に規定する申出書、旧条例第71条第２

項に規定する申請書または旧条例第74条第１項および第74条の２第１項ならびに

付則第10条の３各項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

 

２ 第１条の規定による改正後の米原市税条例（以下この条において「改正後の条

例」という。）付則第10条の２第１項の規定は、平成27年４月１日以後に取得さ

れる地方税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第２号。以下「平成27年改

正法」という。）第１条の規定による改正後の地方税法（以下「新法」という。）

附則第15条第２項第１号に規定する施設または設備に対して課すべき平成28年度

以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 

３ 改正後の条例付則第10条の２第２項の規定は、平成27年４月１日以後に取得さ

れる新法附則第15条第２項第２号に規定する施設または設備に対して課すべき平

成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 

４ 改正後の条例付則第10条の２第３項の規定は、平成27年４月１日以後に取得さ

れる新法附則第15条第２項第３号に規定する施設または設備に対して課すべき平

 



 

 

成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 改正後の条例付則第10条の２第４項の規定は、平成27年４月１日以降に取得さ

れる新法附則第15条第２項第６号に規定する除害施設に対して課すべき平成28年

度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 

６ 改正後の条例付則第10条の２第５項の規定は、平成27年４月１日以後に取得さ

れる新法附則第39項に規定する設備に対して課すべき平成28年度以後の年度分の

固定資産税について適用する。 

 

７ 改正後の条例付則第10条の２第６項の規定は、平成27年４月１日以後に取得さ

れる新法附則第40項に規定する機器に対して課税すべき平成28年度以後の年度分

の固定資産税について適用する。 

 

８ 改正後の条例付則第10条の２第７項の規定は、平成27年４月１日以後に新築さ

れる新法附則第15条の８第４項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸

家住宅に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用す

る。 

 

(市たばこ税に関する経過措置)  

第４条 別段の定めがあるものを除き、付則第１条第２号に掲げる規定の施行の日

前に課した、または課すべきであった旧条例付則第16条の２に規定する喫煙用の

紙巻たばこ（以下この条において「紙巻たばこ３級品」という。）に係る市たば

こ税については、なお従前の例による。 

 

２ 次の各号に掲げる期間内に、法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２

項に規定する売渡しもしくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る市たばこ

税の税率は、新条例第95条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 

 

(１) 平成28年４月１日から平成29年３月31日まで 1,000本につき2,925円  

(２) 平成29年４月１日から平成30年３月31日まで 1,000本につき3,355円  



 

 

(３) 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 1,000本につき4,000円  

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第98条第１項から第４項までの規

定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第98条第１項 第34号の２様式 地方税法施行規則の一部

を改正する省令（平成27

年総務省令第38号）第１

条の規定による改正前の

地方税法施行規則（以下

この節において「平成27

年改正前の地方税法施行

規則」という。）第48号

の５様式 

第98条第２項 第34号の２の２様式 平成27年改正前の地方税

法施行規則第48号の６様

式 

第98条第３項 第34号の２の６様式 平成27年改正前の地方税

法施行規則第48号の９様

式 

第98条第４項 第34号の２様式または第

34号の２の２様式 

平成27年改正前の地方税

法施行規則第48号の５様

式または第48号の６様式 
 

 

４ 平成28年４月１日前に法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２項に

規定する売渡しもしくは消費等（同法第469条第１項第１号および第２号に規定す

る売渡しを除く。以下この条において同じ。）が行われた紙巻たばこ３級品を同

 



 

 

日に販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第92条第１項に規定する卸売販

売業者等をいう。以下この条において同じ。）または小売販売業者がある場合に

おいて、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第９号。

以下「所得税法等改正法」という。）附則第52条第１項の規定により製造たばこ

の製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場

から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなると

きは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が

卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小

売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管

理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡

したものとみなして、市たばに税を課する。この場合における市たばこ税の課税

標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市

たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。 

５ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または営業所ごとに、平成27年

改正法附則第20条第４項に規定する申告書を平成28年５月２日までに市長に提出

しなければならない。 

 

６ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年９月30日までに、その申告

に係る税金を施行規則第34号の２の５様式による納付書によって納付しなければ

ならない。 

 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに

規定するもののほか、新条例第19条、第98条第４項および第５項、第100条の２な

らびに第101条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条

例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

第19条 第98条第１項もしくは第

２項、 

米原市税条例の一部を改

正する条例（平成27年米

 



 

 

原市条例第 号。以下こ 

 の条および第２章第４節

において「平成27年改正

条例」という。）付則第

４条第６項、 

第19条第２号 第98条第１項もしくは第

２項 

平成27年改正条例付則第

４条第５項 

第19条第３号 第48条第１項の申告書（法

第321条の８第22項および

第23項の申告書を除く。）、

第98条第１項もしくは第

２項の申告書または第139

条第１項の申告書でその

提出期限 

平成27年改正条例付則第

４条第６項の納期限 

第98条第４項 施行規則第34号の２様式

または第34号の２の２様

式 

平成27年改正法附則第20

条第４項の規定 

第98条第５項 第１項または第２項 平成27年改正条例付則第

４条第６項 

第100条の２ 第98条第１項または第２

項 

平成27年改正条例付則第

４条第５項 

当該各項 同項 

第101条第２項 第98条第１項または第２ 平成27年改正条例付則第



 

 

項 ４条第６項 
 

８ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域

内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ３級

品のうち、第４項の規定により市たばこ税を課された、または課されるべきもの

の返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第99条の規

定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ３級品につき納付された、または

納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当

該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に

還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第98条第１項から第

３項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ

３級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の５様式によ

る書類を添付しなければならない。 

 

９ 平成29年４月１日前に法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２項に

規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため

所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が

所得税法等改正法附則第52条第８項の規定により製造たばこの製造者として当該

紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものと

みなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等であ

る場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場

合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所におい

て所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、

市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、

1,000本につき430円とする。 

 



 

 

10 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合に

ついて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第５項 前項 第９項 

附則第20条第４項 附則第20条第10項におい

て準用する同条第４項 

平成28年５月２日 平成29年５月１日 

第６項 平成28年９月30日 平成29年10月２日 

第７項の表以外の部分 第４項 第９項 

から 、第５項および 

第７項の表第19条の項 付則第４条第６項 付則第４条第10項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第19条第２号の

項 

付則第４条第５項 付則第４条第10項におい

て準用する同条第５項 

第７項の表第19条第３号の

項 

付則第４条第６項 付則第４条第10項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第98条第４項の

項 

附則第20条第４項 附則第20条第10項におい

て準用する同条第４項 

第７項の表第98条第５項の

項 

付則第４条第６項 付則第４条第10項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第100条の２の

項 

付則第４条第５項 付則第４条第10項におい

て準用する同条第５項 

第７項の表第101条第２項

の項 

付則第４条第６項 付則第４条第10項におい

て準用する同条第６項 

 



 

 

第８項 第４項 第９項 
 

11 平成30年４月１日前に法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２項に

規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため

所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が

所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該

紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものと

みなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等であ

る場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場

合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所におい

て所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、

市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、

1,000本につき645円とする。 

 

12 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合に

ついて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第５項 前項 第11項 

附則第20条第４項 附則第20条第12項におい

て準用する同条第４項 

平成28年５月２日 平成30年５月１日 

第６項 平成28年９月30日 平成30年10月１日 

第７項の表以外の部分 第４項 第11項 

から 、第５項および 

 



 

 

第７項の表第19条の項 付則第４条第６項 付則第４条第12項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第19条第２号の

項 

付則第４条第５項 付則第４条第12項におい

て準用する同条第５項 

第７項の表第19条第３号の

項 

付則第４条第６項 付則第４条第12項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第98条第４項の

項 

附則20条第４項 附則第20条第12項におい

て準用する同条第４項 

第７項の表第98条第５項の

項 

付則第４条第６項 付則第４条第12項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第100条の２の

項 

付則第４条第５項 付則第４条第12項におい

て準用する同条第５項 

第７項の表第101条第２項

の項 

付則第４条第６項 付則第４条第12項におい

て準用する同条第６項 

第８項 第４項 第11項 
 

13 平成31年４月１日前に法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２項に

規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため

所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が

所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該

紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものと

みなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等であ

る場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場

合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所におい

て所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、

 



 

 

市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、

1,000本につき1,262円とする。 

14 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合に

ついて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第５項 前項 第13項 

附則第20条第４項 附則第20条第14項におい

て準用する同条第４項 

平成28年５月２日 平成31年４月30日 

第６項 平成28年９月30日 平成31年９月30日 

第７項の表以外の部分 第４項 第13項 

から 、第５項および 

第７項の表第19条の項 付則第４条第６項 付則第４条第14項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第19条第２号の

項 

付則第４条第５項 付則第４条第14項におい

て準用する同条第５項 

第７項の表第19条第３号の

項 

付則第４条第６項 付則第４条第14項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第98条第４項の

項 

附則20条第４項 附則第20条第14項におい

て準用する同条第４項 

第７項の表第98条第５項の

項 

付則第４条第６項 付則第４条第14項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第100条の２の

項 

付則第４条第５項 付則第４条第14項におい

て準用する同条第５項 

 



 

 

第７項の表第101条第２項

の項 

付則第４条第６項 付則第４条第14項におい

て準用する同条第６項 

第８項 第４項 第13項 
 

(特別土地保有税に関する経過措置)  

第５条 新条例第139条の３第２項第１号の規定は、施行日以後に提出する同項に規

定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第139条の３第２項に規定

する申請書については、なお従前の例による。 

 

(入湯税に関する経過措置)  

第６条 新条例第147条の規定は、施行日以後に行われる新条例第147条の規定によ

る申告について適用し、同日前に行われた旧条例第147条の規定による申告につい

ては、なお従前の例による。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

米原市税条例新旧対照表（第２条関係） 

改正後 現 行 

米原市税条例 米原市税条例 

目次 略 目次 略 

第１条 略 第１条 略 

(用語) (用語) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略  

(３) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するもの

に納税者の住所および氏名（法人にあっては、事務所または事業所の所在地、名

称および法人番号（行政手続における特定の個人番を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）第２条第15

項に規定する法人番号をいう。以下同じ。））（法人番号を有しない者にあって

は、事務所または事業所の所在地および名称）ならびにその納付すべき徴収金額

その他納付について必要な事項を記載するものをいう。 

(３) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するもの

に納税者の住所および氏名または名称ならびにその納付すべき徴収金額その他納

付について必要な事項を記載するものをいう。 

(４) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成

するものに特別徴収義務者の住所および氏名（法人にあっては、事務所または事

業所の所在地、名称および法人番号）ならびにその納入すべき徴収金額その他納

入について必要な事項を記載するものをいう。 

(４) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成

するものに特別徴収義務者の住所および氏名または名称ならびにその納入すべき

徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。 



 

 

第３条～第22条 略 第３条～第22条 略 

(市民税の納税義務者等) (市民税の納税義務者等) 

第23条 略 第23条 略 

２ 法の施行地に本店または主たる事務所もしくは事業所を有しない法人（以下こ

の節において「外国法人」という。）に対するこの節の規定の適用については、

恒久的施設（法第292条第１項第14号に規定する恒久的施設をいう。）をもって、

その事務所または事業所とする。 

２ 法の施行地に本店または主たる事務所もしくは事業所を有しない法人（以下こ

の節において「外国法人」という。）に対するこの節の規定の適用については、

恒久的施設（法人税法第２条第12号の18に規定する恒久的施設をいう。）をもっ

て、その事務所または事業所とする。 

３ 略 ３ 略 

第24条～第32条 略 第24条～第32条 略 

(所得割の課税標準) (所得割の課税標準) 

第33条 略 第33条 略 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額は、法またはこれに基づ

く政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法（昭和40年法律第

33号）その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第２項または第

３項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額の計算の例によって算定す

る。ただし、同法第 60条の２から第 60条の４までの規定の例によらないものと

する。 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額は、法またはこれに基づ

く政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法（昭和40年法律第

33 号）その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第 22 条第２項または

第３項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額の計算の例によって算定

する。 

３～６ 略 ３～６ 略 

第34条～第36条 略 第34条～第36条 略 

 (市民税の申告)  (市民税の申告) 

第36条の２ 略 第36条の２ 略 

２～８ 略 ２～８ 略 

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、新た ９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、新た



 

 

に第23条第１項第３号または第４号の者に該当することとなった者に、当該該当

することとなった日から30日以内に、その名称、代表者または管理人の氏名、主

たる事務所または事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所または寮等の

所在、法人番号、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させるこ

とができる。 

に第23条第１項第３号または第４号の者に該当することとなった者に、当該該当

することとなった日から30日以内に、その名称、代表者または管理人の氏名、主

たる事務所または事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所または寮等の

所在、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。 

第36条の３・第36条の３の２ 略 第36条の３・第36条の３の２ 略 

 (個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)  (個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書) 

第36条の３の３ 略 第36条の３の３ 略 

２～３ 略 ２～３ 略 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的

年金等支払者が所得税法第203条の５第５項に規定する納税地の所轄税務署長の

承認を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出

に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的

方法により提供することができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的

年金等支払者が所得税法第203条の５第４項に規定する納税地の所轄税務署長の

承認を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出

に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的

方法により提供することができる。 

５ 略 ５ 略 

第36条の４～第50条 略 第36条の４～第50条 略 

 (市民税の減免)  (市民税の減免) 

第51条 略 第51条 略 

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲

げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前７日までに

次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の氏名または名称、住所もしくは居所または事務所もしくは事

業所の所在地および個人番号（番号法第２条第５項に規定する個人番号をい

う。）または法人番号 

 



 

 

 (２)・(３) 略 (１)・(２) 略 

３ 略 ３ 略 

第52条～第63条 略 第52条～第63条 略 

(施行規則第15条の３第２項の規定による補正の方法の申出) (施行規則第15条の３第２項の規定による補正の方法の申出) 

第63条の２ 施行規則第15条の３第２項の規定による補正の方法の申出は、当該

家屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月31日までに次の各号に掲げる事項を記

載した申出書を市長に提出して行わなければならない。 

第63条の２ 施行規則第15条の３第２項の規定による補正の方法の申出は、当該

家屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月31日までに次の各号に掲げる事項を記

載した申出書を市長に提出して行わなければならない。 

(１) 代表者の住所、氏名または名称および個人番号（番号法第２条第５項に規

定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限

る。以下固定資産税について同じ。）または法人番号（個人番号または法人番

号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称） 

(１) 代表者の住所および氏名 

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略 

２ 略 ２ 略 

(法第 352条の２第５項および第６項の規定による固定資産税額のあん分の申出) (法第352条の２第５項および第６項の規定による固定資産税額のあん分の申出) 

第63条の３ 法第352条の２第５項の規定による同条第１項第１号に掲げる要件に

該当する同項に規定する共用土地で同項第２号に掲げる要件に該当しないものに

係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表

者が毎年１月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わ

なければならない。 

第63条の３ 法第352条の２第５項の規定による同条第１項第１号に掲げる要件に

該当する同項に規定する共用土地で同項第２号に掲げる要件に該当しないものに

係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表

者が毎年１月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わ

なければならない。 

(１) 代表者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号

または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称） 

(１) 代表者の住所および氏名 

(２)～(５) 略 (２)～(５) 略 

２ 法第352条の２第６項に規定する特定被災共用土地（以下この項および次項に

おいて「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額のあん分の申出は、

２ 法第352条の２第６項に規定する特定被災共用土地（以下この項および次項に

おいて「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額のあん分の申出は、



 

 

同条第６項に規定する特定被災共用土地納税義務者（第５号および第４項におい

て「特定被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が法第349条の３の３第

１項に規定する被災年度（第３号および第74条の２において「被災年度」という。）

の翌年度または翌々年度（法第349条の３の３第１項に規定する避難の指示等（第

74条の２において「避難の指示等」という。）が行われた場合において、法第34

9条の３の３第１項に規定する避難等解除日（以下この項および第74条の２にお

いて「避難等解除日」という。）の属する年が法第349条の３の３第１項に規定

する被災年（第74条の２において「被災年」という。）の翌年以後の年であると

きは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１月１日以後３年を

経過する日を賦課期日とする年度までの各年度）の初日の属する年の１月31日ま

でに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に掲げる事実を証する書類を

添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。 

同条第６項に規定する特定被災共用土地納税義務者（第５号および第４項におい

て「特定被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が法第349条の３の３第

１項に規定する被災年度（第３号および第74条の２において「被災年度」という。）

の翌年度または翌々年度（法第349条の３の３第１項に規定する避難の指示等（第

74条の２において「避難の指示等」という。）が行われた場合において、法第34

9条の３の３第１項に規定する避難等解除日（以下この項および第74条の２にお

いて「避難等解除日」という。）の属する年が法第349条の３の３第１項に規定

する被災年（第74条の２において「被災年」という。）の翌年以後の年であると

きは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１月１日以後３年を

経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)の初日の属する年の１月31日ま

でに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に掲げる事実を証する書類を

添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。 

(１) 代表者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号

または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称） 

(１) 代表者の住所および氏名 

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略 

３・４ 略 ３・４ 略 

第64条～第70条 略 第64条～第70条 略 

(固定資産税の減免) (固定資産税の減免) 

第71条 略 第71条 略 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに、

次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書

類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前７日ま

でに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人

番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称） 

(１) 納税義務者の住所および氏名または名称 



 

 

(２)～(５) 略 (２)～(５) 略 

３ 略 ３ 略 

第72条～第73条の３ 略 第72条～第73条の３ 略 

(住宅用地の申告)  (住宅用地の申告) 

第74条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦

課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動が

ない場合を除き、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次の各号に掲げる

事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

第74条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦

課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動が

ない場合を除き、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次の各号に掲げる

事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

(１) 住宅用地の所有者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号

（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名

称） 

(１) 住宅用地の所有者の住所および氏名または名称 

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略 

２ 略 ２ 略 

(被災住宅用地の申告) (被災住宅用地の申告) 

第74条の２ 法第349条の３の３第１項（同条第２項において準用する場合および

同条第３項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定により読み替え

て適用される場合を含む。第５号および次項において同じ。）の規定の適用を受

けようとする者は、被災年度の翌年度または翌々年度（避難の指示等が行われた

場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、

当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１月１日以後３年を経過す

る日を賦課期日とする年度までの各年度）の初日の属する年の１月31日までに次

の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に掲げる事実を証する書類を添付し

た申告書を市長に提出しなければならない。 

第74条の２ 法第349条の３の３第１項（同条第２項において準用する場合および

同条第３項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定により読み替え

て適用される場合を含む。第５号および次項において同じ。）の規定の適用を受

けようとする者は、被災年度の翌年度または翌々年度（避難の指示等が行われた

場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、

当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１月１日以後３年を経過す

る日を賦課期日とする年度までの各年度）の初日の属する年の１月31日までに次

の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に掲げる事実を証する書類を添付し

た申告書を市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人 (１) 納税義務者の住所および氏名または名称ならびに当該納税義務者が令第52



 

 

番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）な

らびに当該納税義務者が令第52条の13第１項第３号から第５号までまたは第

３項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあっては、同条第１項第１

号もしくは第２号または第３項第１号もしくは第２号に掲げる者との関係 

条の13第１項第３号から第５号までまたは第３項第３号から第５号までに掲げ

る者である場合にあっては、同条第１項第１号もしくは第２号または第３項第

１号もしくは第２号に掲げる者との関係 

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略 

２ 略 ２ 略 

第75条～第88条 略 第75条～第88条 略 

(軽自動車税の減免) (軽自動車税の減免) 

第89条 略 第89条 略 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限までに、

当該軽自動車等について減免を受けようとする税額および次の各号に掲げる事項

を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを市長

に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前７日ま

でに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額および次の各号に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これ

を市長に提出しなければならない。 

(１) 略  (１) 略 

(２) 軽自動車等の所有者等の住所または事務所もしくは事業所の所在地、氏名

または名称および個人番号（番号法第２条第５項に規定する個人番号をいう。

以下この号および次条において同じ。）または法人番号（個人番号または法人

番号を有しない者にあっては、住所または事務所もしくは事業所の所在地およ

び氏名または名称） 

(２) 軽自動車等の所有者等の住所または氏名もしくは名称 

(３)～(８) 略 (３)～(８) 略 

３ 略 ３ 略 

(身体障がい者等に対する軽自動車税の減免) (身体障がい者等に対する軽自動車税の減免) 

第90条 略 第90条 略 

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限ま ２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前



 

 

でに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の規

定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の

交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下本項において「身

体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育

手帳（以下本項において「療育手帳」という。）または精神保健および精神障害

者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第 45条の規定により交付された

精神障害者保健福祉手帳（以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）

および道路交通法（昭和35年法律第105号）第92条の規定により交付された身

体障がい者または身体障がい者等と生計を一にする者もしくは身体障がい者等

（身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転

免許証（以下本項において「運転免許証」という。）を提示するとともに、次の

各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添

付して、提出しなければならない。 

７日までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15

条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律

第168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者

手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下本項にお

いて「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めるところにより交付さ

れた療育手帳（以下本項において「療育手帳」という。）または精神保健および

精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条の規定により交

付された精神障害者保健福祉手帳（以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」

という。）および道路交通法（昭和35年法律第105号）第92条の規定により交

付された身体障がい者または身体障がい者等と生計を一にする者もしくは身体障

がい者等（身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する

者の運転免許証（以下本項において「運転免許証」という。）を提示するととも

に、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する

書類を添付して、提出しなければならない。 

(１) 減免を受ける者の氏名、住所および個人番号（個人番号を有しない者にあ

っては、氏名および住所）ならびに減免を受ける者が身体障がい者等と生計を

一にする者である場合には、当該身体障がい者等との関係 

(１) 減免を受ける者の氏名および住所ならびに減免を受ける者が身体障がい者

等と生計を一にする者である場合には、当該身体障がい者等との関係 

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略 

３ 第１項第２号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限

までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、当該軽自動車等の提示に

代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、第

89条第２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 

３ 第１項第２号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限

前７日までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、当該軽自動車等の

提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするととも

に、第89条第２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 

４ 略 ４ 略 

第91条～第139条の２ 略 第91条～第139条の２ 略 



 

 

 (特別土地保有税の減免)  (特別土地保有税の減免) 

第139条の３ 略 第139条の３ 略 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限まで

に、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明す

る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限前７

日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を

証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号（番号法第２条第５項

に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）または法人番号（個

人番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称） 

(１) 納税義務者の住所および氏名または名称 

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略 

３ 略 ３ 略 

第140条～第146条 略 第140条～第146条 略 

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告) (入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告) 

第147条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲

げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合に

おいては、直ちにその旨を申告しなければならない。 

第147条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲

げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合に

おいては、直ちにその旨を申告しなければならない。 

(１) 住所または事務所もしくは事業所の所在地、氏名または名称および個人番号

（番号法第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）

または法人番号（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、住所または

事務所もしくは事業所の所在地および氏名または名称） 

(１) 住所および氏名または名称 

 (２)・(３) 略  (２)・(３) 略 

第148条・第149条 略 第148条・第149条 略 

付 則 付 則 

第１条～第３条の２ 略 第１条～第３条の２ 略 



 

 

 (納期限の延長に係る延滞金の特例)  (納期限の延長に係る延滞金の特例) 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第89号）第15条第１項（第１号に

係る部分に限る。）の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パー

セントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の

前日までの期間（当該期間内に前条第２項の規定により第 52条に規定する延滞金

の割合を同項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、

当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。）内（法人税法第75

条の２第１項（同法第144条の８において準用する場合を含む。）の規定により

延長された法第321条の８第１項に規定する申告書の提出期限または法人税法第8

1条の24第１項の規定により延長された法第321条の８第４項に規定する申告書

の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとな

る市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係

る第52条の規定による延滞金にあっては、当該年5.5パーセントを超えて定めら

れる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内にそ

の申告基準日の到来する市民税に係る第52条に規定する延滞金の年7.3パーセン

トの割合は、同条および前条第二項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセント

の割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセ

ントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.

73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合（当該合計した割合

が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合）

とする。 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第89号）第 15条第１項（第１号に

係る部分に限る。）の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パー

セントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の

前日までの期間（当該期間内に前条第２項の規定により第 52条に規定する延滞金

の割合を同項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、

当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。）内（法人税法第75

条の２第１項（同法第145条第１項において準用する場合を含む。）の規定によ

り延長された法第321条の８第１項に規定する申告書の提出期限または法人税法

第81条の24第１項の規定により延長された法第321条の８第４項に規定する申

告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来すること

となる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税

に係る第52条の規定による延滞金にあっては、当該年5.5パーセントを超えて定

められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内

にその申告基準日の到来する市民税に係る第52条に規定する延滞金の年7.3パー

セントの割合は、同条および前条第二項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセ

ントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パ

ーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を

年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合（当該合計した

割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年 12.775パーセントの割

合）とする。 

２ 略 ２ 略 

第４条の２～第10条の２ 略 第４条の２～第10条の２ 略 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告) 



 

 

第10条の３ 法附則第15条の６第１項または第２項の住宅について、これらの規

定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次

に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

第10条の３ 法附則第15条の６第１項または第２項の住宅について、これらの規

定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次

に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人

番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称） 

(１) 納税義務者の住所および氏名または名称 

 (２)・(３) 略  (２)・(３) 略 

２ 法附則第15条の７第１項または第２項の住宅について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月 31日までに次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第７条第２項に規定する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

２ 法附則第15条の７第１項または第２項の住宅について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月 31日までに次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第７条第２項に規定する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人

番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称） 

(１) 納税義務者の住所および氏名または名称 

 (２)～(４) 略  (２)～(４) 略 

３ 法附則第15条の８第３項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする

者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載した申

告書を市長に提出しなければならない。 

３ 法附則第15条の８第３項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする

者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載した申

告書を市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人

番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称） 

(１) 納税義務者の住所および氏名または名称 

 (２)・(３) 略  (２)・(３) 略 

４ 法附則第15条の８第４項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようと

する者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載し、

かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13年法律第26号)第７条第１

項の登録を受けた旨を証する書類および当該貸家住宅の建設に要する費用につい

て令附則第12条第21項第２号に規定する補助を受けている旨を証する書類を添

４ 法附則第15条の８第４項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようと

する者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載し、

かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第７条第１

項の登録を受けた旨を証する書類および当該貸家住宅の建設に要する費用につい

て令附則第12条第21項第２号に規定する補助を受けている旨を証する書類を添



 

 

付した申告書を市長に提出しなければならない。 付した申告書を市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人

番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称） 

(１) 納税義務者の住所および氏名または名称 

 (２)・(３) 略  (２)・(３) 略 

５ 法附則第15条の８第５項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとす者

は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載した申告

書を市長に提出しなければならない。 

５ 法附則第15条の８第５項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする

者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載した申

告書を市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人

番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称） 

(１) 納税義務者の住所および氏名または名称 

 (２)・(３) 略  (２)・(３) 略 

６ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から３

月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証す

る書類および当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満

たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

６ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する

書類および当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第 24項に規定する基準を満た

すことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人

番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称） 

(１) 納税義務者の住所および氏名または名称 

 (２)～(６) 略  (２)～(６) 略 

７ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修住宅または同条第５項の高齢者等

居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第

４項に規定する居住安全改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条第８項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

７ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修住宅または同条第５項の高齢者等

居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第

４項に規定する居住安全改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条第８項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人 (１) 納税義務者の住所および氏名または名称 



 

 

番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称） 

 (２)～(７) 略  (２)～(７) 略 

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住宅または同条第10項の熱損失防

止改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第９

項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住宅または同条第10項の熱損失防

止改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第９

項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人

番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称） 

(１) 納税義務者の住所および氏名または名称 

(２)～(６) 略  (２)～(６) 略 

９ 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から３

月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第11項に規定

する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

(平成７年法律第123号)第７条または附則第３条第１項の規定による報告の写し

および当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

９ 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から３

月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第11項に規定

する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

(平成７年法律第123号)第７条または附則第３条第１項の規定による報告の写し

および当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人

番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称） 

(１) 納税義務者の住所および氏名または名称 

 (２)～(６) 略  (２)～(６) 略 

第11条～第16条 略 第11条～第16条 略 

 (たばこ税の税率の特例) 

第16条の２ 削除 第16条の２ たばこ事業法附則第２条の規定による廃止前の製造たばこ定価法（昭

和40年法律第122号）第１条第１項に規定する紙巻たばこ３級品の当該廃止の時



 

 

における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、第95条

の規定にかかわらず、当分の間、1,000本につき2,495円とする。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における第98条第１項から第４項までの規定の適

用については、同条第１項中「第 34号の２様式」とあるのは「第 48号の５様式」

と、同条第２項中「第34号の２の２様式」とあるのは「第 48号の６様式」と、

同条第３項中「第34号の２の６様式」とあるのは「第48号の９様式」と、同条

第４項中「第34号の２様式または第34号の２の２様式」とあるのは「第 48号の

５様式または第48号の６様式」とする。 

  

   付 則  

(施行期日)   

第１条 この条例は、平成28年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 

(１) 第１条の規定 公布の日  

(２) 第２条中米原市税条例第23条第２項の改正規定ならびに第51条第２項、第

71条第２項、第89条第２項、第90条第２項および第３項ならびに第139条の３第

２項の改正規定（「納期限前７日」を「納期限」に改める部分に限る。）なら

びに付則第４条第１項および第16条の２の改正規定ならびに次条第３項および

付則第４条の規定 平成28年４月１日 

 

(市民税に関する経過措置)  

第２条 第２条の規定による改正後の米原市税条例（以下「新条例」という。）第

33条第２項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、

平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 

２ 新条例第51条第２項第１号の規定は、付則第１条本文に規定する日（以下「施  



 

 

行日」という。）以後に提出する申請書について適用する。 

３ 新条例第23条第２項の規定は、付則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後

に開始する事業年度分の法人の市民税および同日以後に開始する連結事業年度分

の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税お

よび同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例

による。 

 

４ 新条例第36条の２第９項の規定は、施行日以後に行われる新条例第36条の２第

９項の規定による申告について適用し、同日前に行われる第２条の規定による改

正前の米原市税条例（以下「旧条例」という。）第36条の２第９項の規定による

申告については、なお従前の例による。 

 

(固定資産税に関する経過措置)  

第３条 新条例第63条の２第１項第１号、第63条の３第１項第１号および第２項第

１号、第71条第２項第１号、第74条第１項第１号ならびに第74条の２第１項第１

号ならびに付則第10条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項

第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号および第９

項第１号の規定は、施行日以後に提出する新条例第63条の２第１項ならびに第63

条の３第１項および第２項に規定する申出書、新条例第71条第２項に規定する申

請書または新条例第74条第１項および第74条の２第１項ならびに付則第10条の３

各項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧条例第63条の２第１

項ならびに第63条の３第１項および第２項に規定する申出書、旧条例第71条第２

項に規定する申請書または旧条例第74条第１項および第74条の２第１項ならびに

付則第10条の３各項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

 

２ 第１条の規定による改正後の米原市税条例（以下この条において「改正後の条

例」という。）付則第10条の２第１項の規定は、平成27年４月１日以後に取得さ

れる地方税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第２号。以下「平成27年改

 



 

 

正法」という。）第１条の規定による改正後の地方税法（以下「新法」という。）

附則第15条第２項第１号に規定する施設または設備に対して課すべき平成28年度

以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 改正後の条例付則第10条の２第２項の規定は、平成27年４月１日以後に取得さ

れる新法附則第15条第２項第２号に規定する施設または設備に対して課すべき平

成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 

４ 改正後の条例付則第10条の２第３項の規定は、平成27年４月１日以後に取得さ

れる新法附則第15条第２項第３号に規定する施設または設備に対して課すべき平

成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 

５ 改正後の条例付則第10条の２第４項の規定は、平成27年４月１日以降に取得さ

れる新法附則第15条第２項第６号に規定する除害施設に対して課すべき平成28年

度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 

６ 改正後の条例付則第10条の２第５項の規定は、平成27年４月１日以後に取得さ

れる新法附則第39項に規定する設備に対して課すべき平成28年度以後の年度分の

固定資産税について適用する。 

 

７ 改正後の条例付則第10条の２第６項の規定は、平成27年４月１日以後に取得さ

れる新法附則第40項に規定する機器に対して課税すべき平成28年度以後の年度分

の固定資産税について適用する。 

 

８ 改正後の条例付則第10条の２第７項の規定は、平成27年４月１日以後に新築さ

れる新法附則第15条の８第４項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸

家住宅に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用す

る。 

 

(市たばこ税に関する経過措置)  

第４条 別段の定めがあるものを除き、付則第１条第２号に掲げる規定の施行の日  



 

 

前に課した、または課すべきであった旧条例付則第16条の２に規定する喫煙用の

紙巻たばこ（以下この条において「紙巻たばこ３級品」という。）に係る市たば

こ税については、なお従前の例による。 

２ 次の各号に掲げる期間内に、法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２

項に規定する売渡しもしくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る市たばこ

税の税率は、新条例第95条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 

 

(１) 平成28年４月１日から平成29年３月31日まで 1,000本につき2,925円  

(２) 平成29年４月１日から平成30年３月31日まで 1,000本につき3,355円  

(３) 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 1,000本につき4,000円  

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第98条第１項から第４項までの規

定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第98条第１項 第34号の２様式 地方税法施行規則の一部

を改正する省令（平成27

年総務省令第38号）第１

条の規定による改正前の

地方税法施行規則（以下

この節において「平成27

年改正前の地方税法施行

規則」という。）第48号

の５様式 

第98条第２項 第34号の２の２様式 平成27年改正前の地方税

法施行規則第48号の６様

式 

 



 

 

第98条第３項 第34号の２の６様式 平成27年改正前の地方税

法施行規則第48号の９様

式 

第98条第４項 第34号の２様式または第

34号の２の２様式 

平成27年改正前の地方税

法施行規則第48号の５様

式または第48号の６様式 
 

４ 平成28年４月１日前に法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２項に

規定する売渡しもしくは消費等（同法第469条第１項第１号および第２号に規定す

る売渡しを除く。以下この条において同じ。）が行われた紙巻たばこ３級品を同

日に販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第92条第１項に規定する卸売販

売業者等をいう。以下この条において同じ。）または小売販売業者がある場合に

おいて、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第９号。

以下「所得税法等改正法」という。）附則第52条第１項の規定により製造たばこ

の製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場

から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなると

きは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が

卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小

売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管

理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡

したものとみなして、市たばに税を課する。この場合における市たばこ税の課税

標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市

たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。 

 

５ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または営業所ごとに、平成27年

改正法附則第20条第４項に規定する申告書を平成28年５月２日までに市長に提出

しなければならない。 

 



 

 

６ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年９月30日までに、その申告

に係る税金を施行規則第34号の２の５様式による納付書によって納付しなければ

ならない。 

 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに

規定するもののほか、新条例第19条、第98条第４項および第５項、第100条の２な

らびに第101条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条

例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

第19条 第98条第１項もしくは第

２項、 

米原市税条例の一部を改

正する条例（平成27年米

原市条例第 号。以下こ

の条および第２章第４節

において「平成27年改正

条例」という。）付則第

４条第６項、 

第19条第２号 第98条第１項もしくは第

２項 

平成27年改正条例付則第

４条第５項 

第19条第３号 第48条第１項の申告書（法

第321条の８第22項および

第23項の申告書を除く。）、

第98条第１項もしくは第

２項の申告書または第139

条第１項の申告書でその

提出期限 

平成27年改正条例付則第

４条第６項の納期限 

 



 

 

第98条第４項 施行規則第34号の２様式

または第34号の２の２様

式 

平成27年改正法附則第20

条第４項の規定 

第98条第５項 第１項または第２項 平成27年改正条例付則第

４条第６項 

第100条の２ 第98条第１項または第２

項 

平成27年改正条例付則第

４条第５項 

当該各項 同項 

第101条第２項 第98条第１項または第２

項 

平成27年改正条例付則第

４条第６項 
 

８ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域

内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ３級

品のうち、第４項の規定により市たばこ税を課された、または課されるべきもの

の返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第99条の規

定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ３級品につき納付された、または

納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当

該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に

還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第98条第１項から第

３項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ

３級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の５様式によ

る書類を添付しなければならない。 

 

９ 平成29年４月１日前に法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２項に

規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため

所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が

所得税法等改正法附則第52条第８項の規定により製造たばこの製造者として当該

 



 

 

紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものと

みなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等であ

る場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場

合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所におい

て所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、

市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、

1,000本につき430円とする。 

10 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合に

ついて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第５項 前項 第９項 

附則第20条第４項 附則第20条第10項におい

て準用する同条第４項 

平成28年５月２日 平成29年５月１日 

第６項 平成28年９月30日 平成29年10月２日 

第７項の表以外の部分 第４項 第９項 

から 、第５項および 

第７項の表第19条の項 付則第４条第６項 付則第４条第10項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第19条第２号の

項 

付則第４条第５項 付則第４条第10項におい

て準用する同条第５項 

第７項の表第19条第３号の 付則第４条第６項 付則第４条第10項におい

 



 

 

項 て準用する同条第６項 

第７項の表第98条第４項の

項 

附則第20条第４項 附則第20条第10項におい

て準用する同条第４項 

第７項の表第98条第５項の

項 

付則第４条第６項 付則第４条第10項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第100条の２の

項 

付則第４条第５項 付則第４条第10項におい

て準用する同条第５項 

第７項の表第101条第２項

の項 

付則第４条第６項 付則第４条第10項におい

て準用する同条第６項 

第８項 第４項 第９項 
 

11 平成30年４月１日前に法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２項に

規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため

所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が

所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該

紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものと

みなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等であ

る場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場

合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所におい

て所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、

市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、

1,000本につき645円とする。 

 

12 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合に  



 

 

ついて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第11項 

附則第20条第４項 附則第20条第12項におい

て準用する同条第４項 

平成28年５月２日 平成30年５月１日 

第６項 平成28年９月30日 平成30年10月１日 

第７項の表以外の部分 第４項 第11項 

から 、第５項および 

第７項の表第19条の項 付則第４条第６項 付則第４条第12項におい 

  て準用する同条第６項 

第７項の表第19条第２号の

項 

付則第４条第５項 付則第４条第12項におい

て準用する同条第５項 

第７項の表第19条第３号の

項 

付則第４条第６項 付則第４条第12項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第98条第４項の

項 

附則20条第４項 附則第20条第12項におい

て準用する同条第４項 

第７項の表第98条第５項の

項 

付則第４条第６項 付則第４条第12項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第100条の２の

項 

付則第４条第５項 付則第４条第12項におい

て準用する同条第５項 

第７項の表第101条第２項

の項 

付則第４条第６項 付則第４条第12項におい

て準用する同条第６項 

第８項 第４項 第11項 
 

 



 

 

13 平成31年４月１日前に法第465条第１項に規定する売渡しまたは同条第２項に

規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため

所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が

所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該

紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものと

みなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等であ

る場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場

合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所におい

て所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、

市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、

1,000本につき1,262円とする。 

 

14 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合に

ついて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第５項 前項 第13項 

附則第20条第４項 附則第20条第14項におい

て準用する同条第４項 

平成28年５月２日 平成31年４月30日 

第６項 平成28年９月30日 平成31年９月30日 

第７項の表以外の部分 第４項 第13項 

から 、第５項および 

第７項の表第19条の項 付則第４条第６項 付則第４条第14項におい

て準用する同条第６項 

 



 

 

第７項の表第19条第２号の

項 

付則第４条第５項 付則第４条第14項におい

て準用する同条第５項 

第７項の表第19条第３号の

項 

付則第４条第６項 付則第４条第14項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第98条第４項の

項 

附則20条第４項 附則第20条第14項におい

て準用する同条第４項 

第７項の表第98条第５項の

項 

付則第４条第６項 付則第４条第14項におい

て準用する同条第６項 

第７項の表第100条の２の

項 

付則第４条第５項 付則第４条第14項におい

て準用する同条第５項 

第７項の表第101条第２項 付則第４条第６項 付則第４条第14項におい 

の項  て準用する同条第６項 

第８項 第４項 第13項 
 

(特別土地保有税に関する経過措置)  

第５条 新条例第139条の３第２項第１号の規定は、施行日以後に提出する同項に規

定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第139条の３第２項に規定

する申請書については、なお従前の例による。 

 

(入湯税に関する経過措置)  

第６条 新条例第147条の規定は、施行日以後に行われる新条例第147条の規定によ

る申告について適用し、同日前に行われた旧条例第147条の規定による申告につい

ては、なお従前の例による。 

 

  

 


